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一般財団法人公立学校共済組合友の会運営規則 

 

 
平成２４年４月９日制定 

改正 平成２４年１２月２１日 
平成２７年 ４月 １日 
平成２７年 ５月２６日 

  令和 元年 ６月１４日 
  令和 ５年 ６月２０日 
  令和 ６年１０月３０日 

 

第1章 総則 

（趣旨） 

第１条 この運営規則は、一般財団法人公立学校共済組合友の会（以下「友の会」という。）が行う事業の執

行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（会員） 

第２条 一般財団法人公立学校共済組合友の会定款（平成２４年３月８日制定。以下「定款」という。）

第３条第１項に規定する会員は、以下の各号のとおりとし、それぞれの加入手続きについては、友の

会のホームページ（https://k-tomo.or.jp）（以下「友の会ホームページ」という。）に掲載する。 

(1) 正会員  

(2) 準会員 

２ 会員は、前項の加入手続きが完了した日をもって資格を取得し、以下の各号のいずれかに該当した

日の翌日をもって資格を失う。 

(1) 死亡したとき 

(2) 退会手続を行ったとき 

３ 定款第３条第２項による会費は、次の各号のとおりとし、会費の徴収方法については、友の会ホー

ムページに掲載する。 

(1) 正会員 月額３３０円 

(2) 準会員 無料 

４ 前項に掲げる会費は月を単位として徴収する。なお、月の中途で入退会した場合についても、当該

月分の会費を徴収する。 

第２章 事業 

(事業) 

第３条 友の会は、定款第４条に定める事業として、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) 公教育の維持・発展に係る支援のために実施する事業 

（ア） 教員を目指す大学生への給付型奨学金の支給 

（イ） 公立学校共済組合が設置する女子学生会館「ベルフィーユ武蔵野」の運営 

（ウ） その他当法人の事業計画で定めるもの 

(2) 会員の福利の向上を図るために実施する事業 

（ア） 株式会社ベネフィット・ワンが運営する「ベネフィット・ステーション」の提供 

（イ） 文化、教養及び健康等に関する講座等の開催 

（ウ） 会員相互の親睦を図るための催事の実施及び交流機会の提供 

（エ） 公立学校共済組合が運営する直営病院及び宿泊施設に係る優遇利用の提供 

（オ） 会員を加入者とする団体保険の提供 

（カ） 会員のための自動車保険に係る損害保険代理業 

（キ） Webを活用した情報の提供 

（ク） その他、当法人の事業計画で定めるもの 
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２ 前各項に掲げる事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

第３章 評議員会 

（構成等） 

第４条 評議員会は、評議員全員をもって構成し、法令に規定する事項及び定款で定めた事項につき決議す

る。 

（役員等の出席） 

第５条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席しなければならない。 

２ この法人の職員は、理事、監事を補助するため、議長の許可を受けて評議員会に出席することができる。 

３ 評議員会は、必要に応じ、前各項以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。 

（招集権者） 

第６条 評議員会は、評議員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招

集する。ただし、理事長に事故あるときは、副理事長が招集する。 

（招集手続） 

第７条 評議員会の招集通知は、評議員会の開催日の１週間前までに、各評議員に対して、書面で発しなけれ

ばならない。 

２ 前項の招集通知には、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく

開催することができる。 

（欠席） 

第８条 評議員は、評議員会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければな

らない。 

（出席状況の報告） 

第９条 評議員会の議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、評議員の出席の状況を評議員会に報告しな

ければならない。 

２ 前項の報告は、この法人の事務局職員をして行わせることができる。 

（議題の審議順序） 

第１０条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、評議員会に理由を

述べて、その順序を変更することができる。 

２ 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。 

（理事等の報告・説明） 

第１１条 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるも

のとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明をさせることができる。 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第184条の規定による評議員提案にかかる場合にあっては、

議長は、当該評議員に議案の説明を、理事又は監事に対しては上記提案に対する意見を求めるものとする。 

（説明義務者） 

第１２条 評議員の理事に対する質問の説明は、理事長又はその指名した理事が行う。 

２ 理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に説明させることができる。 

（一括説明） 

第１３条 理事又は監事は、評議員の質問に対して一括して説明することができる。 

（説明の拒絶） 

第１４条 理事又は監事は、質問が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。 

  (1) 質問事項が評議員会の目的事項に関しないものである場合 

(2) 説明をするために調査をすることが必要である場合 

(3) 説明をすることによりこの法人その他の者の権利を侵害することとなる場合 

(4) 質問が重複する場合 

(5) その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合 
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（決議の方法） 

第１５条 評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評

議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。 

２ 前項の場合においては、議長は、評議員会の決議に、評議員として議決に加わることができない。 

３ 第１項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、その議決に加わることができない。この場合、

その評議員の数は、第１項の評議員の数に算入しない。 

４ 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員（当該事項

について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし

たときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 

（採決） 

第１６条 議長は、議案について質疑及び討論が尽されたと認めたときは、審議を終了させ採決しなければ

ならない。 

２ 議長は、採決は各議案ごとにしなければならない。この場合、理事又は監事を選任する議案を採決するに

際しては、各候補者ごとに採決するものとする。理事又は監事の候補者の合計数が定款第17条に定める数

を上回る場合には、過半数を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する

こととする。ただし、一括して審議した議案については、これを一括して採決することができる。 

３ 議長は、採決が終了したときは、その結果を評議員会に宣言しなければならない。 

（延期又は続行） 

第１７条 評議員会を延期又は続行する場合は、評議員会の決議による。 

２ 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議

長に一任することを妨げない。 

３ 前項ただし書の場合、議長は決定した日時及び場所を評議員会に出席した評議員に通知する。 

４ 延会又は継続会の日は、最初の評議員会の日より２週間以内に定めなければならない。 

（閉会） 

第１８条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言す

る。 

（議事録） 

第１９条 評議員会の議事については、議事録は書面又は電磁的記録をもって作成し、議事の経過の要領及

びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、議長及び会議に出席した評議員のうちか

ら選出された議事録署名人２人が記名押印又は電子署名をしなければならない。 

２ 前項の議事録は、10年間この法人の事務所に備え置かなければならない。 

（欠席者に対する通知） 

第２０条 議長は、評議員会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した評議員に対し報告しなけれ

ばならない。 

第４章 理事会 

（構成） 

第２１条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の

職務の執行を監督する。 

２ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 

（役員以外の出席） 

第２２条 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることがで

きる。 

（理事会の種類・開催） 

第２３条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。 

２ 定例理事会は、原則として３月及び５月に開催する。 

３ 臨時理事会は、必要があると認めたときに開催する。 
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（招集権者） 

第２４条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理

事長が理事会を招集する。 

２ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは

定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるときは、

理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。 

（招集手続） 

第２５条 理事会の招集通知は、理事会の開催日の１週間前までに、各理事及び監事に対して発しなければ

ならない。 

２ 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載した書面で行うものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ること

なく開催することができる。 

（欠席） 

第２６条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなけ

ればならない。 

（議長） 

第２７条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、副理事長がこれに

当たる。 

２ 理事会の会議の目的事項について理事長が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、

議長に事故があるときに準じて、副理事長が議長に当たるものとする。 

（決議の方法） 

第２８条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の裁決するところによる。 

２ 前項の場合においては、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。 

３ 第１項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。この場合、そ

の理事の数は、第１項の理事の数に算入しない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、

当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的

記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案

を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 

（決議事項） 

第２９条 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。 

  (1) 評議員会の招集に関する事項 

  (2) 理事に関する事項 

  (3) 組織に関する事項 

  (4) 財産・財務に関する事項 

  (5) 重要な業務執行に関する事項 

  (6) その他法令及び定款に定める事項 

２ 理事長は、前項の決議事項であっても、緊急の処理を要するため、理事会に付議できないときは、理事会

の決議を経ないで、業務を執行することができる。ただし、この場合にあっては、理事長は、次の理事会に

付議し、承認を得なければならない。 

（報告） 

第３０条 理事長及び第３３条第１項の規定による事務局長は、各自の職務の執行の状況及び重要と認めら

れる事項並びに法令に定められた事項について、理事会に報告しなければならない。 

２ 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告する

ことを要しない。 
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（議事録） 

第３１条 理事会の議事については、議事録は書面又は電磁的記録をもって作成し、議事の経過の要領及び

その結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、出席した代表理事及び監事がこれに署名若

しくは電子署名をしなければならない。 

２ 前項の議事録は、10年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。 

（欠席者に対する通知） 

第３２条 議長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しな

ければならない。 

第５章 事務局等 

（事務局） 

第３３条 友の会の事務を統括するため、事務局に事務局長を置く。 

２  理事会は、友の会の業務の執行に当たらせるため、理事長の職務権限の一部を事務局長に委任すること

ができる。 

３ 事務局長の職務権限はあらかじめ理事会の議を経て、別に定める。 

４ 事務局の組織及び運営に必要な事項は、あらかじめ理事会の承認を得て事務局長が定める。 

  （その他） 

第３４条 この規則に定めるもののほか、友の会の事業執行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この運営規則は、平成２４年４月９日から実施する。 

   附 則（平成２４年１２月２１日） 

 この改正は、平成２４年１２月２１日から実施する。 

   附 則（平成２７年４月１日） 

 この改正は、平成２７年４月１日から実施する。 

   附 則（平成２７年５月２６日） 

 この改正は、平成２７年５月２６日から実施し、同年５月２２日から適用する。 

附 則（令和元年６月１４日） 

 この改正は、令和 元 年７月１日から実施する。 

附 則（令和５年６月２０日） 

 この改正は、令和 ５ 年６月２０日から実施する。 

附 則（令和６年１０月３０日） 

１ この改正は、令和 ６年１１月１日から実施する。 

２ 定款附則（令和６年１０月２４日）により当分の間、会員とみなされる者のうち、第２条第 1項

による加入手続きを行っていない者については、同項第２号に該当するものとして本規則を適用す

る。 

 


